
農林漁業金融公庫の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成18年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

 役員の特別手当について、当該役員の勤務実績に応じて支給額を増額し、又は減額することができる。

　② 役員報酬基準の改定内容

総裁

国家公務員に準じ、本俸月額の引下げ（1,222,000円→1,141,000円）

及び特別調整手当の引上げ（12％→13％）を行った。

副総裁

国家公務員に準じ、本俸月額の引下げ（1,050,000円→979,000円）

及び特別調整手当の引上げ（12％→13％）を行った。

理事

国家公務員に準じ、本俸月額の引下げ（908,000円→847,000円）

及び特別調整手当の引上げ（12％→13％）を行った。

理事

（非常勤） －

監事

国家公務員に準じ、本俸月額の引下げ（821,000円→766,000円）

及び特別調整手当の引上げ（12％→13％）を行った。

監事

（非常勤） －

２　役員の報酬等の支給状況

就任・退任の状況

注：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
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３　役員の退職手当の支給状況（平成18年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

業績勘案率については、外部有
識者からなる経営評議委員会（業
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項
　① 人件費管理の基本方針

　職員の人件費については、国会の議決を経て承認された人件費予算の範囲内で適正
に執行する。
　また、平成18年度以降は、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基
づいた人件費の削減、国家公務員の制度改革の趣旨を先取りして実施した新人事給与
制度改革等を踏まえ、適正な管理を行う。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　職員の給与は、社会一般の情勢や国家公務員に対する人事院勧告を踏まえ、労働組合
との交渉を経て決定する。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　職員の職責や業績に応じて、昇格・降格・昇給・奨励手当の決定を行っている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

昇格　：人事評価結果、研修履修状況、昇格試験等により上位資格等級の能力がある
　　　　と認められる場合には、人事委員会で審議のうえ上位資格等級に昇格させる。

降格　：現資格等級に要求される職務遂行力等を欠き、期待される業務の遂行が困難と
　　　　認められる等の場合には、人事委員会で審議のうえ下位資格等級に降格させる。

昇給　：５段階評価による勤務成績に応じて昇給させる。

　前年度の勤務成績に応じて、支給月数を3～5段階に区分して支給する。

　ウ 平成18年度における給与制度の主な改正点

平成18年度の国家公務員の給与構造改革等を踏まえ、次の改正を実施。

・職員個々の能力発揮、職責に応じた処遇を実現するため複線型の人事給与制度を導入。
・本俸月額を平均で▲4.81％引下げ。
・本俸表の年功的な要素（年齢を経ることで一律的に給与水準が高くなる等）を是正。
・管理職についてポストオフ制度を導入（一定年齢に達した時点で役職を離脱）。
・特別手当支給月数を非管理職について0.3ヵ月削減。
・枠外昇給の廃止、55歳を超える職員の昇給停止。
・地域間格差が適切に反映されるように特別都市手当の支給割合を改正。

２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注：在外職員、任期付職員及び非常勤職員は存在していないため記載を省略。

注：再任用職員の事務・技術職については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれがあることから人数以外は記載していない。
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② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

③  職級別在職状況等（平成19年４月１日現在）（事務・技術職員）
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④ 賞与（平成18年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

⑤ 職員と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

対国家公務員（行政職（一））

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準に置き換えた場合の給与

水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

給与水準の比較指標について参考となる事項

(1)農林漁業金融公庫は、農林水産業者に対する政策と一体となった融資・経営支援を主要業務と

　している。当該業務には民間金融機関では対応困難な長期融資のノウハウ、生産技術を含めた幅

　広い経営に関する知識など、特殊かつ高度な専門性が必要であり、そのような人材を確保した結果、

　職員に占める大学及び大学院卒業者の割合が約８割と高くなっている。

(2)また、そのような人材を確保するには、民間金融機関等の給与水準を踏まえ、相応の給与水準を

　保つ必要がある。

（参考)　学歴を勘案した対国家公務員指数

Ⅲ　総人件費について

総人件費について参考となる事項

１．給与、報酬等支給総額及び最広義人件費

（１）給与、報酬総額は、主に給与水準改善に向けた取組み（特別手当0.3ｶ月の削減、管理職のポスト

オフ制度導入等）により対前年比▲4.0％の減少となっている。

（２）最広義人件費についても、福利厚生費が保険料率引上げ等により対前年比1.6％の増加となった

ものの、対前年比▲2.3％の減少となっている。

２．人件費削減の取組みの状況（総人件費削減計画等）

(１)当公庫において設定した削減目標

　　｢行政改革の重要方針｣(平成17年12月24日閣議決定)に基づき、平成22年度までに平成17年度末

　（予算定員ベース： 924名）比で▲5％の人員を削減する。

（２）また、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取組む。

（３）平成18年度末の進捗状況

平成18年度末までの人員純減率 ： ▲0.65％

（平成18年度人員数918名 - 基準日(平成17年度）の人員数 924名） ÷ 基準日人員数 924名 × 100　
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Ⅳ 法人が必要と認める事項

○給与水準引下げに向けての取組み

　国家公務員の制度改革の趣旨を先取りして、平成18年度から実施した新人事給与制度により、職責・業績に

応じたメリハリのある処遇、高齢層の給与水準の引下げ等の大幅な制度改正に取組んでいる。

　具体的な改善措置は次のとおり。

（１）55歳を超える職員については、昇給を停止させることで給与水準の抑制に努めていること。

（2）管理職についてポストオフ制度（一定年齢に達した時点で役職を離脱）を導入することで高齢層の給与水準

を１割程度削減。

（3）特別手当支給月数を非管理職について０．３０ヵ月削減(平成17年度支給実績基準）していること。

（4）業務内容に応じて、一般の職員に比べ給与水準の低い有期職員（一定期間の契約社員）、再雇用職員（定

年退職後に再雇用した職員）を活用することで、全体の給与水準抑制に努めていること。

（5）枠外昇給を廃止することで給与水準の抑制に努めていること。


